
電子申請・届出システムについて
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電子申請・届出システムの概要

•

•
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02電子申請・届出システムの使い方①

•
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03電子申請・届出システムの使い方②

•

•

• 手数料の納付

県の「電子納付システム」にて納付をお願いします。
（詳細：兵庫県／手数料の電子納付について）

• 登記情報の提出

「登記情報提供サービス」にて提出し、照会番号・
発行年月日付きのPDFファイルをダウンロードする
→電子申請・届出システムにPDFファイルを添付して提出

電子申請届出システム上での
介護事業所の申請届出の流れ
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04
電子申請・届出システムについて

 電子申請・届出システムのURL・詳しい操作方法について

県の指定申請等届出関係の各ページに掲載されています。

兵庫県／高齢者福祉施設の設置認可・開設許可等

兵庫県／介護保険居宅サービス事業者の指定申請・変更届等の手続きについて

兵庫県／指定介護サービス事業者の指定更新について

兵庫県／介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

実際にシステムを利用しながら操作手順を動画で説明しています。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5

 電子申請・届出システム操作ガイド説明動画




